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 政治・外交・軍事 

 

政体 

インドネシアは共和制の国家である。1945 年の独立以来、大統領が元首を務めている。かつて

は、国民協議会（MPR）が国民議会（立法）、大統領（行政）、最高裁判所（司法）の上に立って

いたが、1997 年のアジア通貨危機後の民主化運動の中で 1999～2001 年の間に 4 次にわたり実施

された憲法改正を通じ、現在では立法、行政、司法の三権が分立している。大統領の選任方法も、

かつては国民協議会の指名により決定されていたが、2004年以降は国民の直接選挙で選出される。 

 

図表 2-1  インドネシアの国家機構 

 
（出所）JETRO アジア経済研究所「アジア動向年報 2022」、各種資料より作成 

 

元首 

インドネシアの国家元首は大統領である。大統領は国民による直接選挙で選出され、国民に対

して直接責任を負う。立候補者は国民議会に一定比率の議席を有する政党もしくは政党の連合が

擁立することと定められている。憲法上の規定により、任期は 5 年、再選は 1 度までに制限され

ている。したがって、2019 年に再選されたジョコ・ウィドド（Joko Widodo）大統領は、次回選挙

に出馬することができない。 

大統領は内閣や閣僚ポストを決定する権限を持ち、内閣を構成する大臣、調整大臣、大臣級高

級官僚の指名権と解任権を有する。国民議会（国会）に対しては、議案提出権は持つものの、解

散権は有しない。国会で承認済の法案に対しては拒否権を持たないが、国会審議段階での承認権

限を持つ。また、大統領は内閣を通じて「政令」を発令することができ、独自に「大統領令」を発

令することもできる。ただし、法令の序列では法律が政令や大統領令よりも優位であると規定さ

れている。 

 

内閣

国民議会
（DPR）

地方代表議会
（DPD）

最高裁判所 司法委員会

国民協議会
（MPR）

大統領・
副大統領

憲法裁判所

大統領の罷免
大統領政策の監視

違憲立法審査

違憲立法審査
（大統領令）

議案提出

･司法委員会の委員の
任命･罷免

･憲法裁判所裁判官の決定

･司法委員会の委員の
任命及び罷免への同意権
･憲法裁判所裁判官の提案
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2022 年 11 月時点の大統領であるジョコ・ウィドド氏は、1961 年 6 月に中部ジャワ州で誕生し、

国立ガジャマダ大学林業学部を卒業後、家具の製造・輸出業に従事していた実業家である。1992
年からインドネシア商工会議所スラカルタ支部の鉱業エネルギー部長を務め、インドネシア家具

手工芸品協会会長を経て政界入りした。スラカルタ市長を経て 2012 年にジャカルタ首都特別州知

事に当選し、現場視察を通じた着実な政策実行力や、低所得者向け医療の無料化など市民目線で

の取組により、庶民派政治家として注目を集めてきた。 

ユドヨノの任期満了に伴う 2014 年の大統領選挙で、ジョコは 53%の得票により当選した。就任

早々に燃料補助金の削減改革を断行して注目を集め、貧困撲滅やインフラ開発にも注力してきた。

2019 年 4 月に実施された総選挙ではこれらの実績が評価されて再選を果たし、同年 10 月より第

2 期政権が発足した。 

 

首相 

インドネシアでは首相職が存在しない。大統領が内閣の長となり、続く職責として副大統領が

設けられている。 

 

内閣 

内閣は、直接選挙で選出された大統領・副大統領のほか、大統領によって任命された国家官房

長官、内閣官房長官、国務大臣から構成される。関係各省間の調整を担うため、複数官庁を取り

まとめる 4 名の調整大臣が任じられている。内訳は、海事・投資担当調整大臣、政治・法務・治

安担当調整大臣、経済担当調整大臣、人間開発・文化担当調整大臣である。 

 

行政組織 

インドネシアの行政機構は、図表 2-2 の通りである。大統領に国家開発企画省や国家官房など

が直属する他ほか主要官庁は 4 つのグループに分かれており、それぞれの調整大臣府に管掌され

る体制となっている。また、国家人事院、中央統計庁、国家情報庁などは「非省庁政府機関」に区

分され、大統領に直属する体制となっている。地方政府は内務省に所管されている。 

第 2 期ジョコ政権の発足時に省庁の再編が行われたほか、一部の省庁については所管する調整

大臣府が変更された。さらに、2021 年にも投資庁の新設を含む省庁の再編が行われている。 
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図表 2-2  インドネシアの行政機構 

 
（出所）内閣官房ウェブサイト、JETRO アジア経済研究所「アジア動向年報 2022」より作成 

 

地方行政制度 

インドネシアの地方自治体は、①州・特別州、②県・市、③郡・区・村の 3 段階に分類される

（図表 2-3）。 

州（Provinsi）は、複数の県・市にまたがる業務、中央政府から委任を受けた任務などを実施す

る。国全体が特別州を含めて全 38 州に区分されている。同じ「州」であっても、人口が約 5,000
万人に及ぶ西ジャワ州のような巨大な州もあれば、北カリマンタン州のように 100 万人に満たな

い州も存在する。また、ジャカルタ首都特別州、ジョグジャカルタ特別州、アチェ州、パプア州、

西パプア州の 5 つの州では、その宗教・民族・歴史的な経緯に配慮して、特別な自治権が与えら

れている。なお、パプア州と西パプア州に特別な自治権を与えるパプア特別自治法は 2021 年に改

正され、これら 2 つの州に対する中央政府の権限が強化されている。 

県（Kabupaten）と市（Kota）は、地方自治の主体として自らの行政区域での基礎的行政サービ

スを実施する。通貨危機後の地方分権の進展により、中央政府が引き続き管轄する外交、国防・

治安、司法、国家財政などを除く多くの業務が、県・市を中心とする地方政府に移譲された。こ

のため、県・市の役割は近年大きく増大している。県・市の業務の代表例には、地方税率の決定・

徴収や最低賃金の決定などがある。 

 

大統領

副大統領

国家官房
国家開発企画省

（BAPPENAS）

財務省

工業省

農業省

労働力省

協同組合・

中小企業省

国営企業省

商業省

エネルギー・

鉱物資源省

運輸省

観光・創造

経済省

環境・林業省

公共事業・

国民住宅省

村落・後進地域

開発・移住省

海洋・漁業省

内務省

外務省

法務・人権省

通信・情報省

国家機構強化・

官僚改革省

国防省

保健省

教育・文化・

研究・技術省

宗教省

女性エンパワーメ

ント・子供保護省

青年・

スポーツ省

社会省

経済担当調整

大臣府

海事・投資

担当調整大臣府

政治・法務・治安

担当調整大臣府

人材開発・文化

担当調整大臣府

農地・空間

計画省

投資省
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郡（Kecamatan）は、県・市行政機構の一部として郡レベルの行政施策のほか、地域社会活動や

治安維持活動の調整、区・村の行政運営の指導などを行う。県の設立には 5 つ以上の郡を、市の

設立には 4 つ以上の郡を必要とする。 

区（Kelurahan）は郡の下に置かれ、住民にとっては最も身近な行政単位である。区レベルの行

政施策の実施のほか、地域社会活動の強化や治安維持活動を区レベルで推進する。 

村（Desa）とは、地域の固有性や慣習に基づいて地域住民の利益を調整する権限を持つ共同体

を指す。主に農村部に存在し、都市部にはほとんど存在しない。村は、村固有の権利に基づく業

務、中央政府または州・県・市政府から移譲・委任された業務を主に行う。具体的な例としては、

下水路の清掃、植林、礼拝所の整備などが村の担当となる。近年は、財政的な理由から村を廃し

て区へと移行する動きが進んでいる。 

 

図表 2-3  インドネシアの地方行政機構 

 
（注） 図表内の数値は 2021 年 6 月時。2022 年 7 月に、パプア地方は既存のパプア州と西パプア州による 2

州編成から、南パプア州、中パプア州、山岳パプア州の 3 州を加えた 5 州に再編されており、州数は

2022 年 11 月時点で 36 州となっている。 
（出所）国家統計局資料より作成 

 

立法 

国民協議会 

インドネシアの最高立法府は国民協議会（MPR）であり、国民議会（DPR）と地方代表議会（DPD）

から構成されている。2022 年 12 月時点の定数は 711 で、うち国民議会が 575、地方代表議会が

136 である。かつては国家の主権を行使する地位を与えられていたが、民主化によりその権限は大

幅に縮小された。主な機能は、大統領・副大統領の任期中の解任（議員総数の 4 分の 3 以上が出

席する本会議において、出席議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要）、憲法の制定・改正（議員総数の

過半数の賛成が必要）である。 

 

 

 

州 32

特別州 2

県 416

市 98

郡 7,274

区・村 83,843

第1層

第3層

第2層
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国民議会 

国民議会は一般に国会とも称され、法律作成と国家予算の決定、法令の執行などを主たる役割

としているほか、大統領の政策の監視を行う。国民議会が大統領によって解散されることはない。 

2004 年の総選挙から、国民議会は全議席が選挙での選出制になった。2022 年 12 月時点で、選

挙は法律 2017 年第 7 号によって規定されている。この選挙法は、パプア地域が 2 州から 5 州へ再

編されたことに伴って 2022 年 12 月に改正されており、改正法では国民議会の定数は 580、全国

84 の選挙区から比例代表制で選出することとしている。任期は 5 年である。 

選挙規定では、国会議員選挙で一定以上の支持を得た政党にのみ、次の大統領選挙で正副大統

領候補を擁立する資格が与えられる。このため、国会内の小政党から大統領が選出されることは

不可能であるが、大統領所属政党と議会内最大政党とが異なる可能性もある。 

 

地方代表議会 

国民協議会の中で国民議会と並立するのが地方代表議会である。下位層の声を国政に反映させ

ることを目的に 2001 年の第 3 次憲法改正で設置が決まり、2004 年の総選挙を経て発足した。 

議員は各州から 4 名ずつ選出されるため、2022 年 12 月時点の総数は 136 名となっている。任

期は 5 年である。議員候補者には過去 4 年以内に政党幹部でないことなどの制約がある。 

地方代表議会には国民議会に助言を与える役割があり、地方自治などに関する法案を国民議会

に提出しその審議に参加する。ただし、提出した法案の議決には加わらない上、その他の案件で

は法案提出さえ認められないなど、その権限は極めて限定的である。 

 

政党 

2019 年に実施された国民議会総選挙の結果、闘争民主党が 128 議席を獲得し、引き続き最大政

党となった。同党は 2014 年にジョコ・ウィドド氏を大統領選に擁立し、同氏の当選により与党と

なっている。 

85 議席を獲得して第 2 位となったゴルカル党は、ジョコ政権への参画を巡って内部分裂状態が

続いたが、2016 年 5 月の党首選を経て連立与党への参画を決定した。また、第 1 期政権の最大野

党であるグリンドラ党（78 議席）も、2019 年 10 月の第 2 期政権発足時、プラボウォ党首の国防

相としての入閣が明らかになった。与党連合にはほかに、ナスデム党（59 議席）、民族覚醒党（58
議席）、開発統一党（19 議席）が参画しており、合計で約 7 割を占める勢力となった。なお、元大

統領のユドヨノが党首を務める民主主義者党（民主党）は 54 議席で第 6 位へと後退した（図表 2-
4）。 
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図表 2-4  国民議会における政党勢力分布（2019 年総選挙結果） 

 
（出所）国民議会ウェブサイトなどより作成 

 

司法 

インドネシアの裁判所は憲法裁判所と最高裁判所、下級裁判所に大別される。 

憲法裁判所は、法令の憲法違反に関する審査（違憲立法審査）や各国家機関や地方自治体間で

の権限に関する紛争を解決するために 2003 年に設置された。大統領、国民議会、最高裁判所がそ

れぞれ 3 名ずつ判事を任命し、任期は 5 年である。 

最高裁判所は法律より下位に位置する法令などの法律違反を審査する権限を持つほか、下級裁

判所を所管する。従来、下級裁判所の管轄は個別の政府機関や軍に分割されていたが、2004 年以

降は裁判官人事や予算・管理などの権限が最高裁判所に移譲された。また、最高裁判所の裁判官

を任命する独立機関として、司法委員会が設置されている。 

最高裁判所が所轄する下級裁判所には、民事・刑事事件一般を扱う普通裁判所、行政機関によ

る権利侵害などを扱う行政裁判所、イスラム教徒の親族・相続を主に扱う宗教裁判所、軍人が刑

事事件の被告人となる場合の軍事裁判所の 4 種があり、それぞれ地方裁判所と高等裁判所が設置

されている（図表 2-5）。 

 

政党名 議席数 備考

連立与党 427

闘争民主党（PDIP） 128 世俗系

ゴルカル党（Golkar） 85 世俗系

グリンドラ党（Gerindra） 78 世俗系

ナスデム党（NasDem） 59 世俗系

民族覚醒党（PKB） 58 イスラム系

開発統一党（PPP） 19 イスラム系

野党 148

民主主義者党（PD） 54 世俗系

国民信託党（PAN） 44 イスラム系

福祉正義党（PKS） 50 イスラム系

総計 575
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図表 2-5  インドネシアの司法体系 

 
（出所）法務省「インドネシアの司法制度と司法改革の状況」より作成 

 

外交 

インドネシアは東南アジア諸国との連携を重視し、独立かつ能動的な全方位外交を外交の基本

的理念としている。この基本理念に従い、インドネシアは ASEAN 加盟国として域内諸国との連

携・協調を重視すると同時に、米国、中国、日本などの主要国と良好で安定的な関係を築いてい

る。周辺諸国との関係では、ASEAN を基本とした地域外交を重視している。インドネシアは 1967
年の ASEAN 結成時の原加盟国であり、ASEAN 事務局はジャカルタに設置されている。経済面で

も ASEAN 諸国との関係緊密化が進展している。先進 ASEAN 諸国はASEAN 物品貿易協定（ATIGA）

を締結しており、2010 年 1 月 1 日より関税が原則撤廃された。加えて、2018 年 1 月 1 日以降は後

発 ASEAN 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）との貿易に係る関税も撤廃され

た。 

インドネシアは、国際的にも存在感を増している。具体的には、1999 年以来 ASEAN 内で唯一

G20 に参加し 2022 年には議長国を務めたほか、バリ民主主義フォーラムの主催や、タイ・カンボ

ジア国境紛争の調停などの課題にも取り組んできた。更に、米中の主導権争いが激化するインド

太平洋地域において、ASEAN が中心的役割を果たすことで各国が一致した「インド太平洋構想

（2019 年 6 月の ASEAN 首脳会議で採択）」の策定では、インドネシアが主導的役割を果たした。

また、2023 年には ASEAN 議長国を務めることとなっている。このように、ASEAN での指導的役

割を積極的に果たそうとする姿勢が見られる。 

対米関係は、左傾化したスカルノ時代の終盤の一時期を除き、1990 年代まで概ね良好であった

が、米国が冷戦終結後、人権保護を重視した外交に転ずると、東ティモール問題でのインドネシ

ア国軍の人権侵害をめぐって軍事交流が凍結されるなど一時関係が悪化した。しかし、2001 年の

ニューヨークでのテロ発生以降、米国は、最大のイスラム教徒人口を有するインドネシアを自陣

営に取り込むために態度を軟化させ、2005 年に軍事協力を全面再開した。また、近年、東南アジ

ア進出を強める中国への牽制の意味でも米国にとって対インドネシア外交の重要度は増しつつあ

り、2010 年の二国間の包括的パートナーシップ協定締結以降、対米関係は緊密化の方向にある。 

商事などの特別法廷

最高裁判所

民事および刑事事件一般
行政機関による
権利侵害など

イスラーム法により
裁かれる事件

地方裁判所

普通 行政 宗教 軍事

軍人が被告となる
刑事事件

地方裁判所

高等裁判所

地方裁判所 地方裁判所

高等裁判所 高等裁判所 高等裁判所
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中国との関係は、スハルト政権が 1965 年のクーデター未遂事件に中国が関与したとして、1967
年から 1990 年まで中国とは正式な国交を持たなかった。しかし、1990 年に国交を再開して以来、

インドネシアの貿易における中国の存在感は徐々に高まっている。特に 2000 年以降は ASEAN を

通じた FTA の締結（ACFTA）の影響により貿易額が急増した。2010 年には中国からの輸入額が日

本からの輸入を上回り、2021 年の対中貿易額は 1,124 億ドルと、対日貿易額 319 億ドルの 3.5 倍

の規模となった。 

経済関係の急速な進展に伴い、欧米諸国への牽制や華人実業家との信頼構築の狙いなどから、

政治面でも、中国との関係の深化が進展した。2000 年前後には中国より国内分離運動への対応に

ついて支持を取り付けた。2005 年には中国との「戦略的パートナーシップ」の樹立に合意、調印

に至った結果、両国の協力は貿易や投資にとどまらず、ミサイルの共同生産などを含む安全保障

や防衛技術にまで及んでいる。ただし、近年では中国が南シナ海への進出姿勢を強める中、イン

ドネシア領のナトゥナ諸島周辺海域での漁業問題を中心に摩擦も生じている。 

日本との関係は、太平洋戦争における日本軍の蘭印（オランダ領東インド）進出を契機に始まっ

た。その後 1958 年の平和条約と賠償協定を経て両国間の相互訪問は活発化し、以降、経済・貿易・

人的交流・地域開発など幅広い分野で友好協力関係が続いている。累計ベースでは日本はインド

ネシアの最大の援助国であり、鉱物資源などの主要輸出先となっている。またインドネシアへの

国別直接投資（Foreign Direct Investment：FDI）では、日本は常に上位に位置するなど、経済的関

係は非常に深い。 

日本にとっても、インドネシアは重要な資源の輸入元であり、マラッカ海峡をはじめ国際的に

重要な海上交通路を擁するなど、貿易のみならず安全保障においても友好関係が不可欠な相手で

ある。2008 年には日・インドネシア経済連携協定（JIEPA）が発効され、物品貿易のみならず、投

資、政府調達、人的交流など幅広い分野での経済関係の強化が実現している。 

 

国防 

インドネシアの国防政策は先述の独自外交を反映し、他国に依存することなく、他国とのいか

なる防衛条約も結んでいない。その中で、米国との軍事協力はインドネシアだけでなく地域の安

全保障上も重要であるとして、近年、軍事教育や装備調達の面で協力関係を強化している。しか

し一方では、中国とミサイル生産で協力し、ロシアからも戦闘機を購入するなど、防衛面でも全

方位での協力と調達を行っている。日本とも ASEAN 加盟国の間で初となる外務・防衛閣僚会合

を 2015 年に開催し、続く第 2 回会合も 2021 年 3 月に開催して防衛装備品・技術移転協定を締結

している。 

インドネシア国軍は陸・海・空の 3 軍からなっている。大統領がその最高指揮官であり、軍政

は国防大臣が、軍令は国軍司令官が直接の責任を持つ。総兵力については正規軍が約 39.5 万人（陸

軍 30.4 万人、海軍 6.5 万人、空軍 3.1 万人）であり、兵役は志願制となっている。国軍の主要な役

割は、インドネシアの広大な領土と民族構成の複雑さを背景に、外敵からの防衛に加えて国内の

治安や国家の統一の維持となっている。 
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ひとくちメモ 1： ゴジェック（Gojek）創業者が第 2期ジョコ政権に入閣 

ゴジェックの共同創業者であるナディム・マカリム氏（入閣時点で 35 歳）が第 2 期ジョコ政権に入

閣し、2022 年 12 月時点では教育・文化・研究・技術相として、インドネシアにおける技術革新や人材

育成を担っている。 

ナディム氏はハーバード大学経営大学院で経営博士号を取得し、2010 年にゴジェックを創業、2015

年にサービスを開始した。以来、バイク・タクシーの配車アプリサービスを中核事業としつつ、宅配事

業「GoSend」やフードデリバリーの「GoFood」、買い物代行事業「GoMart」、キャッシュレス決済事業「GoPay」

など、多岐にわたるサービスを提供している。さらに、2022 年 12 月現在、医師とのチャットや医薬品

の購入ができる「GoMed」や映画やライブのチケット予約ができる「GoPlay」などのサービスも提供し

ている。同社はインドネシア初のデカコーン企業（企業評価額 100 億ドル超の大型未上場企業）にまで

成長し、2021 年 5月には現地大手ネット通販企業のトコペディア（Tokopedia）との経営統合により、

GoTo グループを発足、2022 年 4月にインドネシア証券取引所に上場し、ユニコーンを卒業している。 

ナディム氏によるゴジェック起業のきっかけが、たまたま乗り合わせたバイク・タクシーの運転手の

「勤務時間のうち 7割は待ち時間だ」というコメントであったことは有名な話である。20台のバイク・

タクシーと 1 ヵ所のコールセンター体制での 2015 年のサービス開始から数年間で、最先端の技術の活

用で国民生活慣行を激変させた手腕に、国民が寄せる期待は大きいに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴジェックは市民の足としてすっかり定着した 

 




